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 ○ 蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針 （案） 1 
 2 
国際的な人の移動の活発化に伴い、国内での感染があまり見られない感染症3 

について、海外から持ち込まれる症例が増加している。デング熱などの蚊が媒4 
介する感染症（以下「蚊媒介感染症」という。）についても、海外で感染した5 
患者の国内での発生が継続的に報告されている。 6 
 7 
我が国においては、平成26年８月、デング熱に国内で感染した症例が、昭和8 

17年から20年までの間にかけて報告されて以来、約70年ぶりに報告された。現9 
在、デング熱については、ワクチンや特異的な治療法は存在せず、また、デン10 
グ出血熱と呼ばれる重篤な症状を呈する場合がある。このような蚊媒介感染症11 
のまん延防止のためには、平時から感染症を媒介する蚊（以下「媒介蚊」とい12 
う。）の対策を行うこと、国内において蚊媒介感染症が媒介蚊から人に感染し13 
た症例（以下「国内感染症例」という。）を迅速に把握すること、発生時に的14 
確な媒介蚊の対策を行うこと、蚊媒介感染症の患者に適切な医療を提供するこ15 
となどが重要である。しかしながら、近年、国内感染症例が発生した蚊媒介感16 
染症は、予防接種の普及により年間数件の発生にとどまる日本脳炎に限られて17 
おり、感染症対策の一環として、平時における媒介蚊の対策だけでなく、国内18 
に常在しない蚊媒介感染症が国内で発生した際の媒介蚊の対策が十分に実施さ19 
れていないという現状がある。そのため、近年、各地方公共団体における媒介20 
蚊の対策に関する知識や経験が失われつつあるとともに、国民の媒介蚊に対す21 
る知識や危機感が希薄になりつつある中、媒介蚊の対策を含む蚊媒介感染症の22 
対策の充実が喫緊の課題となっている。こうした蚊媒介感染症の感染経路、流23 
行した場合に社会に与える影響等に鑑みると、行政関係者や医療関係者はもち24 
ろんのこと、国民一人一人がその予防に積極的に取り組んでいくことが極めて25 
重要である。 26 
 27 
蚊媒介感染症であるチクングニア熱については、現時点では国内感染症例が28 

報告されていない。しかしながら、デング熱及びチクングニア熱については、29 
いずれも日本国内に広く分布するヒトスジシマカが媒介することが知られてお30 
り、また、いずれも海外で蚊媒介感染症に感染した者が帰国又は入国する例（以31 
下「輸入症例」という。）が増加傾向にあることから、輸入症例を起点として32 
国内での感染が拡大する可能性が常に存在する。蚊媒介感染症としては、これ33 
ら以外にも、マラリア、ウエストナイル熱、日本脳炎などがある。マラリアに34 
ついては、媒介蚊であるハマダラカが国内の人口が密集している地帯には生息35 
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しない。ウエストナイル熱については、発症している際の人の血中におけるウ36 
イルス量が少なく、媒介蚊のみを介した人から人への感染環が成立しないこと37 
から、デング熱やチクングニア熱と比して、輸入症例を起点として国内感染が38 
発生する可能性は低い。日本脳炎については、効果的なワクチンが既に存在し、39 
予防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）に基づく定期の予防接種が実施さ40 
れている。こうした理由から、デング熱及びチクングニア熱以外の蚊媒介感染41 
症については、現時点では、その感染が国内で拡大する可能性は低いと考えら42 
れる。このため、本指針では、デング熱及びチクングニア熱を、重点的に対策43 
を講じる必要がある蚊媒介感染症に位置付け、これらの感染症の媒介蚊である44 
ヒトスジシマカが発生する地域における対策を講じることにより、その発生の45 
予防とまん延の防止を図ることを主たる目的とする。なお、これら以外の蚊媒46 
介感染症についても、共通する対策は必要に応じて講じることが期待される。 47 
 48 
本指針は、このような状況を受け、蚊媒介感染症について、適切なリスク評49 

価を行った上で、必要な範囲において対策を実施することを目標とする。あわ50 
せて、その目標を達成するため、国、地方公共団体、医療関係者、国民等、全51 
ての関係者が連携して取り組んでいくべき施策について、新たな方向性を示す52 
ものである。 53 
 54 
本指針は、蚊媒介感染症の発生動向、蚊媒介感染症の予防・治療等に関する55 

最新の科学的知見、本指針に基づく取組の進捗状況等を勘案して、少なくとも56 
五年ごとに再検討を加え、必要があると認めるときは、これを改正するものと57 
する。  58 
 59 

第一 平常時の予防対策 60 
一 基本的考え方  61 
蚊媒介感染症については、国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区（以62 

下「都道府県等」という。）、市町村（保健所を設置する市を除く。以下同じ。）、63 
医療関係者等の関係者並びに国民一人一人が連携して予防に取り組むことが64 
基本である。それらの予防対策の積み重ねにより、社会全体における蚊媒介感65 
染症の発生の予防及びまん延の防止につながるものである。 66 
 67 

二 一般的な予防方法の普及 68 
国、都道府県等及び市町村は、国民に対し、個人及び地域で実施可能な予防69 

方法として、媒介蚊の発生源の対策、肌をできるだけ露出しない服装や忌避剤70 
の使用等による防蚊対策、ワクチンがある蚊媒介感染症については予防接種等71 
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の普及に努めるものとする。また、国、都道府県等は、海外に渡航する者に対72 
し、現地で流行している蚊媒介感染症、防蚊対策、黄熱等の予防接種、マラリ73 
ア予防薬の服薬などの蚊媒介感染症の予防方法に関する知識の周知徹底を図74 
り、渡航者が海外で蚊媒介感染症に感染することを防止するとともに、蚊媒介75 
感染症が国内に持ち込まれる頻度を低減させるよう努めるものとする。 76 
 77 

三 平常時の対応 78 
国は、空港及び海港周辺において、海外からの媒介蚊の侵入状況等について79 

調査を実施し、必要に応じて駆除等の措置を行うものとする。 80 
都道府県等は、蚊媒介感染症の発生に関する人及び蚊についての総合的なリ81 

スク評価を行うものとする。訪問者数が多く、かつ、蚊の生息に適した場所が82 
存在する大規模公園など、リスク評価の結果、注意が必要とされた地点におい83 
ては、必要に応じて、市町村と連携しつつ、施設管理者の協力を得て、定点を84 
定めた媒介蚊の発生状況の継続的な観測（以下「定点モニタリング」という。）、85 
媒介蚊の幼虫の発生源の対策及び媒介蚊の成虫の駆除、当該地点に長時間滞在86 
する者又は頻回に訪問する者に対する防蚊に関する注意喚起や健康調査など87 
の対応を行うものとする。 88 
都道府県等は、海外で感染して帰国後に発症した症例について、媒介蚊の活89 

動が活発な時期であるか否かや周辺の媒介蚊の発生状況に留意しつつ、患者の90 
国内での蚊の刺咬歴等の確認を行うとともに、医療機関と連携し、蚊媒介感染91 
症に感染したと診断された患者に対して、血液中に病原体が多く含まれるため92 
蚊を媒介して感染拡大のリスクがある期間（以下「病原体血症期」という。）93 
の防蚊対策や献血の回避の重要性に関する指導を行うこととする。 94 
また、国は、国内感染症例が発生した場合に備え、人及び蚊についての積極95 

的疫学調査（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成96 
十年法律第百十四号。以下「法」という。）第15条に基づく調査をいう。以下97 
同じ。）等に関する手引を作成する。都道府県等は、当該手引を踏まえ、平常98 
時における対策及び蚊媒介感染症が発生した際における具体的な行動計画等99 
を整備することとする。 100 
国民は、蚊媒介感染症に対する正しい知識を持ち、海外への渡航時は、蚊媒101 

介感染症に感染しないよう防蚊対策を実行するとともに、帰国後、発熱などで102 
医療機関を受診する場合は海外への渡航歴を伝えるよう努めるものとする。ま103 
た、蚊媒介感染症に感染したものと診断された場合には、医師や行政機関の助104 
言に従い、病原体血症期において、防蚊対策を確実に実施して蚊に刺されない105 
ようにすること、献血を控えること、行政機関が実施する積極的疫学調査に協106 
力することなど、蚊媒介感染症の予防に必要な協力を行うよう努めることとす107 
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る。 108 
 109 

第二 発生動向の調査の強化 110 
一 基本的考え方 111 
国及び都道府県等は、平常時から蚊媒介感染症について情報の収集及び分析112 

を進めるとともに、国内に常在しない蚊媒介感染症の国内感染症例の発生が認113 
められた場合には、感染の原因を特定するため、正確かつ迅速に発生動向を調114 
査することが重要である。 115 
 116 

二 蚊媒介感染症の発生動向の調査の強化 117 
国及び都道府県等は、蚊媒介感染症の発生動向の調査に当たっては、医師の118 

届出による患者の情報のみならず、患者の検体から検出された病原体に関する119 
情報及び定点モニタリングによる媒介蚊の増減などの情報も含め、総合的に分120 
析を行うこととする。 121 
 122 

三 医師による診断及び届出 123 
国は、デング熱やチクングニア熱等の蚊媒介感染症の迅速かつ正確な診断が124 

全国的に可能となるよう、体外診断用医薬品の広範な利用に向けて、必要に応125 
じ支援を行うこととする。また、国は、医師がデング熱やチクングニア熱等の126 
蚊媒介感染症の感染が確定した症例について直ちに届出を行うことができる127 
よう、診断から届出に至る一連の手順等を示した手引を作成し、公益社団法人128 
日本医師会（以下「日本医師会」という。）の協力を得て、医師に周知するこ129 
ととする。 130 

また、都道府県等は、蚊媒介感染症の病原体の遺伝子検査等のため、必要に131 
応じて、蚊媒介感染症の診断がなされた後においても医師等の医療関係者に患132 
者の検体等の提出を依頼することとする。 133 

 134 
四 日本医師会との協力 135 
国は、日本医師会を通じて、患者が発生した際の検体等の提出についての協136 

力を依頼するものとする。あわせて、診断した患者に対して、病原体血症期の137 
防蚊及び献血の回避の重要性に関する指導を行うよう依頼するものとする。 138 
 139 

五 病原体の遺伝子検査等の実施 140 
国及び都道府県等は、輸入症例及び国内感染症例のいずれにおいても、提出141 

された蚊媒介感染症の患者の全ての検体について、可能な限り病原体の遺伝子142 
検査を実施し、病原体の血清型等を解析するとともに、必要に応じて病原体の143 
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遺伝子配列の解析を行うことにより、感染経路の究明等に努めるものとする。144 
都道府県等は、病原体の遺伝子検査等を実施した場合、その結果を速やかに国145 
に報告するものとする。 146 
 147 

六 国際的な発生動向の把握等 148 
蚊媒介感染症は我が国のみならず世界中で発生していることから、国は、国149 

際的な蚊媒介感染症の発生及び流行の状況を常時把握し、必要に応じて、国民、150 
特に海外への渡航者に注意喚起を行うとともに、新興の蚊媒介感染症について151 
は診断検査法を整備するなど、対策に努めるものとする。 152 

 153 
第三 国内感染のまん延防止対策 154 
一 基本的考え方  155 
国、都道府県等、市町村、医療関係者等の関係者及び国民一人一人が予防に156 

取り組むことが基本であり、その予防対策の積み重ねにより、国内でのまん延157 
の防止に結び付けることが重要である。 158 
 159 

二 国内発生時の対応 160 
国内に常在しない蚊媒介感染症の国内感染症例が発生した場合、当該症例が161 

発生した市町村、都道府県等及び国等の間で、迅速に情報共有を行うとともに、162 
必要に応じ、住民等への注意喚起を実施することとする。 163 
都道府県等は、国内感染症例については、可能な限り全ての症例に対して積164 

極的疫学調査を実施し、国内で蚊媒介感染症に感染したと推定される場所（以165 
下「推定感染地」という。）に関する情報を収集する。また、必要に応じて、166 
推定感染地の周辺の媒介蚊の密度調査等を実施することとする。積極的疫学調167 
査の結果、他の都道府県等への情報提供を要すると判断した場合には、迅速に168 
情報提供を行い、必要に応じ、他の都道府県等との間で連携を取りつつ、対策169 
を講じることとする。また、蚊媒介感染症に感染したと診断された患者に対し170 
ては、病原体血症期の蚊の刺咬歴等を確認するとともに、医療機関と連携し、171 
病原体血症期の防蚊対策や献血の回避の重要性について指導することとする。 172 
都道府県等は、国内の同一地点、同一期間又は同一集団内で複数の国内感染173 

症例が発生すること、異なる患者の検体から分離された病原体の遺伝子配列が174 
一致することなどにより、推定感染地がある程度特定された場合、現地におけ175 
る法第35条に基づく蚊の密度調査等の結果や、当該推定感染地が公園等の公共176 
施設であるときは、利用者の状況等を踏まえ、蚊媒介感染症の感染が拡大する177 
蓋然性の評価を実施する。さらに、都道府県等は、蚊媒介感染症の感染が拡大178 
する蓋然性に関する評価の結果に応じ、法第28条に基づき、施設等の管理者や179 
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市町村への蚊の駆除の指示を行うとともに、市町村や当該感染地の管理者等と180 
連携して、一定の区域の立入制限等を含む媒介蚊の対策を実施することとする。 181 
市町村は、必要に応じて、都道府県の指示の下、蚊の駆除を行うこととする。 182 
また、都道府県等及び市町村は、媒介蚊の密度調査等を実施する場合、当該183 

調査等に従事する者が蚊媒介感染症に感染することを防止するための対策を184 
徹底するものとする。 185 
国民は、蚊媒介感染症の発生動向に留意するとともに、蚊媒介感染症に感染186 

したものと診断された際は、医師や行政機関の助言に従い、病原体血症期にお187 
いては、防蚊対策を確実に実施して蚊に刺されないようにすること、献血を控188 
えること、行政機関が実施する積極的疫学調査に協力することなど、感染の拡189 
大の防止に必要な協力を行うよう努めることとする。 190 

 191 
第四 医療の提供 192 
一 基本的考え方  193 
国及び都道府県等は、医師が蚊媒介感染症の患者を適切に診断するとともに、194 

良質の医療を提供できるよう、医療機関に向けた情報発信の強化等を図ること195 
が重要である。 196 
 197 

二 診断及び治療体制の整備 198 
一部の蚊媒介感染症の国内感染症例は現時点ではまれな事例であることか199 

ら、国は、診療に当たる医師が早期の診断と適切な治療を実施できるよう、他200 
の感染症との鑑別診断や治療方針等について、診断から治療までに至る一連の201 
手順等を示した手引を作成するとともに、日本医師会の協力を得つつ医師に周202 
知する。また、国は、チクングニア熱を始めとする現時点では国内感染症例の203 
報告がない蚊媒介感染症についても、地域医療を担う医師が感染症の専門家に204 
円滑に相談できるよう、国立研究開発法人国立国際医療研究センター（以下「国205 
立国際医療研究センター」という。）、日本医師会、関係諸学会等と連携しつ206 
つ、協力体制の構築に努めるものとする。 207 
 208 

三 医療関係者に対する普及啓発 209 
国及び都道府県等は、日本医師会、国立国際医療研究センター等と連携し、210 

医療機関に対して、蚊媒介感染症の国内外での発生・流行状況に関する情報、211 
国内感染症例の疫学情報、媒介蚊や蚊媒介感染症の診断・治療に関する知見、212 
院内での防蚊対策の実施方法等について積極的に提供するものとする。 213 
 214 

第五 研究開発の推進 215 
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一 基本的考え方  216 
国は、蚊媒介感染症の特性に応じた発生の予防及びまん延の防止のための217 

対策を実施するとともに、良質かつ適切な医療を提供するため、必要な研究を218 
推進することが重要である。 219 
 220 
二 ワクチン等の研究開発の推進 221 
デング熱及びチクングニア熱については、現在、ワクチンの実用化に向けた222 

研究開発が進められているところである。国は、必要に応じて蚊媒介感染症の223 
ワクチンの研究開発を推進していくものとする。また、蚊媒介感染症について、224 
迅速診断検査法の開発、媒介蚊を駆除すべき場所の選定方法、薬剤の選択や散225 
布方法などを含めた有効かつ適切な媒介蚊の駆除方法の検討、薬剤によらない226 
新たな媒介蚊の駆除方法の開発、地理情報システム（GIS）や植生図を活用し227 
た媒介蚊の分布調査、モニタリングシステムの構築など、蚊媒介感染症への対228 
策に資する研究を推進するものとする。 229 

 230 
三 疫学研究の推進 231 
国は、人及び環境における詳細なリスク因子の解明に関する研究、蚊媒介感232 

染症に罹患した場合における重症化の要因の究明に関する研究等を推進する233 
ものとする。 234 
 235 

 四 研究機関の連携体制の整備 236 
国は、国立感染症研究所、国立国際医療研究センター、地方衛生研究所、大237 

学等からなる研究機関の連携体制を整備し、それぞれの研究成果の相互活用の238 
推進を図るものとする。 239 
 240 

五 研究評価の充実 241 
国は、研究の成果を的確に評価するとともに、研究の成果を広く一般に還元242 

していくこととする。 243 
 244 
第六 人材の養成 245 
一 基本的考え方 246 
蚊媒介感染症や媒介蚊に関する幅広い知識や技術を有する人材を養成する247 

ことが必要である。 248 
人材の養成に当たっては、国及び都道府県等のほか、国立国際医療研究セン249 

ター、大学、日本医師会、関連する学会等の関係機関が連携し、研修を実施す250 
ることが重要である。 251 
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 252 
二 都道府県等及び市町村における人材の養成 253 

都道府県等及び市町村は、人及び媒介蚊についての積極的疫学調査の研修、254 
蚊の捕集、同定、密度調査及び駆除に関する研修、病原体検査の研修等を通じ、255 
蚊媒介感染症や媒介蚊に関する知識や技術を有する職員を養成する。また、都256 
道府県等及び市町村は、こうした人材の養成及び継続的な確保に努めることと257 
する。 258 

 259 
三 医療分野における人材の養成 260 

国及び都道府県等は、日本医師会及び国立国際医療研究センター等の関係261 
機関と連携し、蚊媒介感染症に対する医療に関して専門的知識を有する医師等262 
の医療関係者の養成に努めることとする。 263 

 264 
四 国による支援及び人材の養成 265 
国は、国立感染症研究所、国立保健医療科学院等を通じて、都道府県等及び266 

市町村に対して必要な支援を行うとともに、必要に応じて、都道府県等及び市267 
町村が実施する研修の中核を担う人材の養成を行うものとする。 268 
 269 

第七 国際的な連携 270 
一 基本的考え方 271 
国は、世界保健機関を始めとする国際機関や諸外国の政府機関との連携を強272 
化することにより、我が国の蚊媒介感染症の対策の充実を図っていくことが273 
重要である。 274 
 275 
二 諸外国との情報交換の推進 276 

国は、世界保健機関を始めとする国際機関や諸外国の政府機関へ情報発信す277 
るとともに、これらの機関との間で情報交換等を積極的に行うことにより、世278 
界的な蚊媒介感染症の発生動向の把握、諸外国において効果を上げている対策279 
の研究等に努め、国や研究者等との間において、蚊媒介感染症に関する研究や280 
取組の成果等について、国際的な情報交換を推進するものとする。 281 

 282 
三 国際機関への協力 283 

蚊媒介感染症の流行国における対策を推進することは、国際的な保健水準の284 
向上に貢献するのみならず、輸入症例の発生の低減につながり、ひいては、国285 
内感染症例の発生の予防にも寄与することから、国は、世界保健機関等の国際286 
機関と連携しながら、国際的な蚊媒介感染症の対策の取組に関与し続けていく287 
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必要がある。 288 
 289 

第八 対策の推進体制の充実 290 
一 基本的考え方 291 
蚊媒介感染症の対策を推進するために、施策の検討及び評価を行う体制を整292 

備することが必要である。 293 
 294 

二 都道府県における対策のための会議等 295 
蚊媒介感染症については、大規模公園等の同一地点等で感染した患者が広域296 

に拡散するなど、市町村間の区域を越えた一体的な対応を必要とする事例が想297 
定されることから、都道府県は、感染症の専門家、媒介蚊の専門家、医療関係298 
者、保健所を設置する市、特別区及び市町村の担当者、蚊の防除を行う事業者299 
等からなる蚊媒介感染症の対策のための会議を設置し、地域の実情に応じて開300 
催するものとする。同会議では、蚊媒介感染症の対策の検討や、実施した対策301 
の有効性等に関する評価を行うほか、適時、必要に応じて対策を見直すととも302 
に、関係者による定期的な訓練を実施する場として活用する。 303 
 304 

三 普及啓発の充実 305 
国、都道府県等及び市町村は、感染症の専門家、媒介蚊の専門家、医療関係306 

者、報道機関等と連携し、蚊媒介感染症及び媒介蚊に関する正しい知識や、行307 
政機関が実施する媒介蚊への対策や積極的疫学調査への協力の必要性等につ308 
いて周知を図るものとする。 309 
国は、関係省庁及び関係機関と連携し、検疫所のホームページや旅行会社等310 

を通じ、海外に渡航する者向けの情報提供及び注意喚起をより一層強化するも311 
のとする。 312 
都道府県等及び市町村は、住民向けのセミナーの開催等を通じ、媒介蚊への313 

対策の重要性について周知するとともに、平時から地域住民の協力を得て蚊の314 
対策を講じることができるよう、体制の構築に努めることとする。 315 


